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きょうだい同園推進の取組みについて（報告） 

 

日頃より，本市の幼児教育・保育行政に格別のご配慮をいただき，厚く御礼申し上げます。 

この度は，昨年に引続き，令和 7 年度一斉利用に向けたきょうだい同園推進の取組みにご協力

いただき，誠にありがとうございました。この取組みにより，66 人の児童をきょうだい同園に結

び付けることができました。 

来年度も同様の取組みを行う予定でございますので，引続きご理解とご協力を賜りますようお

願い申し上げます。 

 

○ 取組み内容 

 （１）兄弟姉妹同施設推進調整（昨年度から継続） 

     各施設に個別に依頼させていただき，対象となる児童が同園となるように調整 

（２）兄弟姉妹同施設利用促進加算調整（新規） 

     １次利用調整の内定者の兄弟姉妹に対して再度の加点（２点）を行った上で，内定者

間で再度利用調整を実施 
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